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富山県告示第34号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項の規定により、次のとおり指 

定居宅サービス事業者を指定したので、同法第78条の規定により公示する。 

  令和２年２月５日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1670500832 

指定年月日 令和２年２月１日 

申 請 者 名称 ケア・リジーム合同会社 

事 業 所 
所在地 氷見市加納77番地２ 

名称 機能訓練特化型デイサービス まほろば・氷見 

サービスの種類 通所介護 

 

 

富山県告示第35号 

   道路の区域変更について 

毎週月.水.金曜日発行 
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水 曜 日 
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 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において２月５日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和２年２月５日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メート ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

主要地方道 
 
黒部宇奈月 
線 

黒部市若栗4052番から 
 
黒部市若栗1419番まで 

変更前 

 
 
Ａ 
 
 

最大 21.0 
 

最小  5.6 
1,640.4 

入善土木
事務所 

変更後 

 
 
Ａ 
 
 

最大 21.0 
 

最小  5.6 
1,640.4 

 
 
Ｂ 
 
 

最大 39.7 
 

最小 15.7 
1,214.0 

国道 
 
472号 

富山市八尾町土玉生字上
ノ山４番３地先から 
 
富山市八尾町土玉生字上
ノ山４番３地先まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 18.5 
 

最小  10.7 
12.5 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大  22.4 
 

最小  10.7 
12.5 

 

 

富山県告示第36号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において２月５日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和２年２月５日 
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                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

国道 
 
472号 

富山市八尾町土玉生字上ノ山４番３地
先から 
富山市八尾町土玉生字上ノ山４番３地
先まで 

 
 

令和２年２月５日 
 
 

富山土木
センター 
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富山県内水面漁場管理委員会指示第１号 

   水産動物採捕規制について 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第67条第１項及び第 130条第４項の規定により、 

水産動物採捕について次のとおり指示する。 

  令和２年２月５日 

                      富山県内水面漁場管理委員会 

                         会 長 島 崎 慎 一  

 次の表の河川名に掲げる河川の同表の区域の欄に掲げる区域においては、同表の 

期間の欄に掲げる期間、水産動物を採捕してはならない。 

 ただし、富山県内水面漁業調整規則第37条の規定により知事の特別採捕の許可を 

受けた者が採捕する場合は、この限りでない。 
 

河川名 区域 
 

期間 
 

神通川水系熊野川 小俣橋下流端から熊野川ダム下流

端までの区域 

令和２年４月１日から 

令和３年３月31日まで 
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